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2．P/E認定の考え方と注意点 

 
① P/Eの概念と意義 

＜P/Eの概念＞ 

・恒久的施設（P/E）とは、非居住者の海外の拠点の事。 

 支店、請負工事事務所等が代表的な P/E。 

 ⇒ 現地法人は、原則として税務上は出資者とは独立した存在である為、P/Eではないが、独

立性がない場合（日本の出資者の一部となっていると判断される場合）は、代理人 P/Eと

なり得る。 
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①の場合 
P/Eがないため、販売差益に対する 
日本企業への課税はない 
 
②の場合 
販売差益が、日本企業（100）と中国
企業（100）に按分されている。 
したがって、P/E（支店）帰属分に対
して、中国で課税される。 
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